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シンポジウム

コモンズの持続可能な利用 ・

管理を可能にする制度 ・政策の方向性

森 晶 寿(京 都大学)

移 イでの如 崩 資涼をめ福 融

タイで は,1980年 代 以降,特 に1990年 代

には,コ モ ンズをめ ぐる問題 が頻発するよう

にな りました。具体的な事例 として は0

・生態的に脆弱な山地の環境悪化

・水資源 をめ ぐる上流の少数山岳民族 と

下流のタイ人農民の対立
・伝 統 的漁業 と大型 トロー ル船漁業 の 問

の対立

・マ ングロー ブ林 の破壊

・灌概ダムの建設 をめ ぐる農民の反対

が挙げ られます.「 生態的に脆弱な山地の環

境悪化」は,直 接的には山地に住む少数山岳

民族が伝統的な焼 き畑農業の循環サイクルを

短縮 し,あ るいは土地集約的で化学肥料を集

約的に使用する野菜や果樹の生産へと生業を

転換 したことが原因とされています.し か し

その背後には,森 林局が政策的に環境保護区

や産業植林用の用地の確保のため山地を囲い

込んで少数山岳民族を追い出してきたという

事情があります.こ の結果,こ れまで伝統的

に移動耕作を行ってきた土地が少なくなり,

集約型の農業に転換せざるを得なくな りまし

た.そ してそれが,水 資源利用の拡大や水質

悪化を起こして下流域での農業 の外延的拡

大,特 に輸出用の換金作物や果樹の生産の拡

大を阻害するようになりました.こ のために,

「水資源をめぐる上流の少数山岳民族 と下流

のタイ人農民の対立」が起こっています.

沿岸域では,大 型 トロール船が沿岸域の漁

民が伝統的に依存 してきた漁業資源を再生不

可能 なほ どに まで取 って しまったことで,激

しい対 立が起 こ ってい ます(Ruohomaki,

1999).ま た 「マ ング ロー ブ林 の破壊」 は,

エビ養殖池 の拡大 に よって加速化 し,多 種多

様 な生物 が育つ宝庫 としての機能や洪水 防止

の機能が失 われて,沿 岸域 の人々の暮 らしを

悪化 させ ています.

最後の 「灌概 ダムの建設 をめ ぐる農民 の反

対」 は,政 府 は効率 的な水配分 と農業生産の

拡大 を目的 として灌溜iダムを新設す る際によ

く起 こっています.そ れ はその際 に,往 々に

してコミュニテ ィが築 いて きた伝統的な取水

施設 は取 り壊 され て しまい ます.こ の際 に,

農民 が伝統 的 な権原(entitlement)と して

保有 して きた水利権 を も政府に奪い取 られ て

しまい ます.こ の結果,農 民は農業生産を行

う上で必要 な ときに必要最小限の水 す ら確保

で きな くなって しまいます.し か もアジア経

済危機以 降は,ア ジア開発銀行の勧 告 もあ っ

て,新 設 された灌概施設か らの取水 に対 して

利用料 を支払 わなけれ ばな らないとされるよ

うにな りました.そ こで農民は政府の灌概事

業その もの に反対 をしています.

これ らの事例 に共通 してい るの は,土 地,

水,漁 業資源 とい った資源の利用 をめ ぐって,

それ まで伝統 的に利用の権利 を有 して きた コ

ミュニテ ィと,そ れ まで外部にいた人々(農

民,企 業,政 府)と が争 っているとい う構図

です.こ の ように理解 す ると,「 コモ ンズの

悲劇」は,コ モ ンズ を伝統的に利用 してきた

人々や コミュニティの管理の まず さが引き起

こした問題 というよ りは,む しろコモ ンズ と

い う 資 源 を め ぐ る 争 い(conflictover

resources)と して捉 えるべ きとい うことに

な ります.
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2途 上国の貧困層にとつてのコモンズ

途上国の コモ ンズの破壊の原因 として,こ

れ までの多 くの研究 で は,「 貧 困 と環境破壊

の悪 循環」 が提示 されて きま した.つ ま り,

人口成長 は貧 困層 を増やすが,貧 困層は近視

眼的 なため,持 続 的な自然環境利用 を可能 に

する投資を行 うこ とな く,環 境資源 を過剰利

用 しがちである。 このため,貧 困は環境破壊

をもたらす.そ して環境破壊 は,自 然資源 に

依存 して暮 らしている貧 困層の生計 をます ま

す悪化 させ るが�n 困層 は自然資源 に依存す

る以外の代替 的な生計手段 を持たない.そ こ

でさらに生態 的に脆弱 な地域への移住 をせ ざ

るをえな くなる.し か しそうした地域では居

住や生業 に適 さないこ とが多 く,自 然環境の

悪化 も早 い。 この結果,環 境破壊 はますます

促進 され る。

問題の構 図をこの ように認識す ると,解 決

方法 としては,入 ロ成長 を直接抑制すること

を目的 とした家族計画の推進 と�n 困か ら脱

却 させるための経済成長の促 進 とい うことに

な ります。 そ こで,民 間部門に資本蓄積が少

な く�N 業家が少 ない途上国では,政 府主導

の経済開発政策が正 当化 される ことにな りま

す。多 くの途上国で は0実 際に�ｭ 府主導の

工業化政策 やそれ を推進す るための経済 イン

フラに整備 されて きました。

しか し,こ の よ うな 問題 の立 て方,即 ち

「貧 困層 は近 視眼 的なため,適 切な投 資 を行

うことな く環境資源 を過剰利用 しがち」 とい

うのが本 当に正 しいのか をめ ぐって,現 在論

争が起 こってい ます.例 えば,世 界銀 行は,

「貧 困削減戦 略ペ ーパ ー」 を作成す る際に行

った調査 の中で,貧 困層 は経済的機会,能 力

(capability),及 び生計 の保 障(security)

の3つ の動機か ら,環 境資源を保全 し持続的

に利用す る十分 な誘因 を持 っている ことを指

摘 しています(WorldBank,2004).こ の理

由 として,次 の3点 を挙 げてい ます.ま ず,

貧 困層 ほ ど環境 資源へ の依 存度が高いので,

その質 とアクセスの可能性 が,貧 困層の持続

的な生計能力 に決定 的な役 割 を果た します.

次に,安 全 な水供給 や公衆衛生へのア クセス

の十分 さが,貧 困層 の健康 に直接的な影響 を

及ぼ します.最 後 に,環 境資源への依存度 が

高 く,代 替的な稼得手段 を持たず,限 界地 に

居住 してい る貧 困層 ほ ど,環 境悪化 や 自然災

害に対 して脆弱で悪影響 を受 けやすいです.

この ような 「新 たな視点」 に立って問題 を

見て み ます と,「 貧 困 と環境破 壊 の悪循 環」

や 「コモ ンズの悲劇」の背後 には,外 生的 な

要因が存在 します.外 生的 な要 因 として は,

まず市場経済の浸透や生産性 の高い技術の導

入が挙 げ られ ます.電 動の こぎ り,電 動 トロ
ール船 ,地 理情報 システム(GPS)を 搭載 し

た漁船が導入 され,し か も採取 した木材や漁

業資源が市場 で高い値段で売れる ようになる

と,伝 統的 なコ ミュニテ ィの 中の人々で も,

コモ ンズ利用か らよ り大 きな利益 が得 られ る

人々か らコモ ンズ を より多 く利用 し始 めるで

しょう.

また道路 や鉄道 な どの運輸イ ンフラの整備

も重要 な外 生的要因です。 タイでは地域間の

所得格差 を減少 させ るため に,地 方 での工業

化や アグロインダス トリー を政策的に推進 し

て きま したが�ｹ 路建設 はその政策 を進め る

上での重要 な手段で した.道 路 が建設 された

ことでa一 面では農村か ら都 市へ の人やモ ノ

の流れ は増 え,農 業所 得 は増大 しま した。 し

か し同時に,都 市か ら農村へ,農 村 か ら農村

への人 とモノの流れ も増 えました。この結果0

多 くの入々や企業が農村の コモ ンズに容易 に

アクセ スす るこ とが で きる ようにな りま し

た.そ して多 くの場合,コ モ ンズには法的 な

所有権が設 定されていなかったこ とか ら,コ

ミュニテ ィが伝統的 に保有 して きた権原 を無

視 して コモ ンズを 「不 法」 に占拠 し,あ るい

は安い価格 で買収 して きました.そ してその

行為 を政府 に認め させ る ことで,法 的 にも正

当な行為 とな り,合 法的 に環境資源 を独 占的

に利 用で きるようにな りました.そ の上で輸

出用の木材伐採,産 業植林,商 品作物の集約

的生産 を行 って きま した。この結果,環 境 資

源の過剰利用が進 んで きました.

こうした動きに拍車をかけたのが,累 積債

務問題でした.累 積債務問題に直面 した途上
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国では,問 題 を解 決す るために,一 方で財政

赤字の削減 を迫 られ,他 方で為替 レー トの切

り下 げ と輸出拡大 に よる経常収 支赤字の削減

が求め られ ました.そ こで財政赤字の削減の

ため に,財 政支出,特 に貧困層へ の食料補助

や教育 ・医療支 出,そ して環境保全のための

支 出は軒並み削減 されま した.ま た輸出拡大

のため に,鉱 物 資源 の採掘や輸 出用の換金作

物 の生産が奨励 され ました.タ イでエ ビ養殖

池の拡大 とそれに よるマ ングローブ林の破壊

が深刻 になったのは,ま さに累積債務問題 の

解決のためにアグロイ ンダス トリーを推進 し

た時期だったのです0

さらに,環 境保全 のための国際的な動 きも0

「コモ ンズの悲劇」 を もらして きた重要 な外

生的要因で した。気候変動問題 や生物多様性

の危機 が先進 国 で関心 を集 め る ように なる

と0途 上国の熱帯雨林の保護が国際的に叫 ば

れるようにな りました.そ こで0途 上国に も

熱帯雨林保 護の圧力が,国 際環境条約や国際

環境援助 などを通 じてか けられる ようにな り

ま した.こ うした動 きに対応 すべ く,途 上 国

の政府 は,環 境保護地域や 自然保護 区を設定

して きました.し か しこの政策は,結 果的 に

は森林や山野で暮 らして きた人々を追い出す

こ とになって しまいま した.つ まり,先 ほ ど

の問宮 先生の話 の中 にあ りま した,「 仕切 る

こ とによる人間 と自然の両方の衰退」 が起 こ

って しまったのです.

議論 をまとめま しょう.従 来途上国でのコ

モ ンズ の破壊 の1つ の重 要 な原 因 として,

「貧 困 と環境 破壊 の悪循 環」が挙 げ られて き

ま した.し か し,貧 困層 は,環 境 を持続 的に

利用 ・管理 す る誘 因 を十分 に持 ってい ます.

本当の原因は,む しろ貧困層 の生計 とコモ ン

ズ とを切 り離 そ うとす る様 々な外生 的な要

因0特 に制度や政 策にあ ります.生 計 とコモ

ンズ とが切 り離 される と,資 源が稀少 とな り,

稀少 となった資源 の利用 と配分 をめ ぐって争

いが起 こ り,社 会 的不安や摩擦が高 まって し

まい ます.そ うす る と,貧 困層 の持続的な生

計 を保障す る安定的 な制度 ・政策環境 は阻害

され て しまい ます.こ の結 果,貧 困 層 は,

往々 にして限 られ た条件不利地へ の移住 を余

儀な くされ ます.こ の ような状況に直面する

と,貧 困層は,囲 い込 まれる前に資源 を利用

し尽 くそ うとす るで し ょう.ま た移住後 も,

環境悪化 を食い⊥ヒめる意 思 と能力 を失い,共

同利用資源へ の依存 度を高めるので,資 源 を

食いつぶ さざるを得 な くなって しまい ます.

この意味で,貧 困層 が近視 眼的 というの は,

もともと近視 眼的なのではな く,制 度 と政策

の結果 として近視 眼的になって しまった とい

う面が強いのです.

3日 本めコモンズ をめぐる状況

では,日 本 のコモ ンズ をめ ぐる状況は どの

ようになっているので しょうか.日 本のコモ

ンズ をめ ぐる事例 としては,

・入会紛争

・海の利用 をめ ぐる漁 業者 とレジ ャー ボ

0ト ,ダ イ ビング業者の対立
・ 「公有水 面」 をめ ぐる対立

・中山間地での耕作放棄地の増加

0山 野の水 酒養機 能 の低下 ,自 然災 害の

頻発

な どが挙 げ られます.先 ほどの三俣 先生のお

話にあ りました通 り,入 会権は もともと江戸

時代の コミュニティが持 っていた権利 で した

が,明 治時代以 降,開 発 を進める側か ら再三

にわたって攻撃 され,潰 され ようとしてきま

した.代 表 的なのが,明 治初期の 「山林原野

官民所有区別処分」で した.こ こでは,入 会

集団には法 人格が ない とい うことで入会集団

の名義での登録が認め られ ませんで した.そ

こで,さ しあた りの措置 と して村の代表者の

名義で地券 の交付 を受けたのですが,そ れが

時代 を経 る と個人所有 と理解 され るようにな

り,地 券 の交付 を受けた代 表者の同意のみで

売買がで きるようになって しまい ました.ま

た土地の所有者 と して名乗 り出た ら使用 を確

認 した上 で所有権 を確 定す るとい う手続 きを

取 ったのですが,所 有権 の確 定は地租の納入

と引 き替 えであ ったため に,土 地所有者 と し

て名乗 りを上 げ るこ とは嫌が られてい ま し
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た.そ こで名乗 りのなか った土地 は国有林 に

編入 されていったのです.こ れに対 して農民

が全国各地 で立 ち上が ったのが,入 会紛争で

した(熊 本,2000).

港湾 や河川 な どの公 有水 面 をめ ぐる対 立

は,現 在 も政府 と漁業権者等 の間で続いてい

ます.「 公 有水面埋立 法」 で は,政 府が公共

事業でダムや港湾の開発 を進 める際に,埋 立

免許交付前 に漁業権者 などか ら埋立てに対す

る同意を得 ることと,着 工前 に漁業権者な ど

に対 して補償が支払われ ることが規定されて

います.し か し実際 には,こ の法律 の 「漁業

権者」は漁協 と狭 く解釈 されて,真 の権利者

である関係漁民が無視 されてお り,し か も漁

業権以外の財産権 が無視 されてい ます。つ ま

り,政 府が公共事業 を進 めやす く,か つ補償

支払いを少 な くで きるように,漁 業権 は狭 く

解釈 されて きま した(熊 本9 /-ｮ00)。 この こと

が公有水面 をめ ぐる対立 を深刻化 させて きた

1つ の原因で した。

このように,最 初 の3つ の問題は,途 上 国

と同 じ,コ モ ンズ とい う資源 をめ ぐる対立 の

問題 として捉 えることがで きます.

しか し,4つ め と5つ めの事例0つ まり中

山間地での耕作放棄地 の増加や山野 の水漉養

機能の低下 とい う問題 は,コ モ ンズが資源 と

しての価値 を失って しまい,従 って人kが 利

用の誘因 を失いつ つある とい う点が,こ れ ま

での問題 と性格が異 なってい ます。 この問題

の直接的な原因は,林 業 の国際競争力の低下

にあ ります.こ の ことによって,林 家が次第

の廃業 に追 い込 まれて山を離れ,ま た林業従

事者が高齢化 し兼業化せ ざるを得 なくなって

きてい ます.そ して自然への働 きか けが次第

に価値 を失 った結果,山 林が放置 され,間 伐

や里 山での非木材産物の採取 な どの手入れ も

行 われない ようになってい ます.自 然災害の

頻発や夏期 の水不足 も0そ の結果起 こされた

ものか もしれ ません.

議論 をま とめます と,日 本 のコモ ンズをめ

ぐる論点は,コ モ ンズ とい う資源の競合 をめ

ぐる紛争 も依 然 として重要 で はあ るものの0

次第 に資源価値 は小 さいけ ど環境保全 などの

非資源価値 の高い 「資源」 の管理問題の重要

性が増 して きてい ると言 えます.言 い換 えれ

ば0資 源の過大需要 による過剰消 費の問題 と

同時 に,公 共財の過小供 給の問題 に も直面 し

始めた ということにな ります.

4コ モンズの利用 と保全の あり方

これ までは,コ モ ンズ をめ ぐる問題 と,問

題の発 生メカニズム につ いてみて きま した.

それでは,問 題 を克服す るために必要 とされ

るコモ ンズの利用 と管理 のあ り方 とは,一 体

どの ようなものなので しょうか.

この点 を考 える出発点 として,ハ ーデ ィン

の議論 を確認 してお きたい と思 います.ハ ー

ディンは0所 有権 の設定,特 に公的管理 とコ

モ ンズの使用 制 限 に軸 を置 い た政策 こそ が

「コモ ンズの悲劇」 を克服す る方策で ある と

主張 しま した.そ こでハ ーディ ンの主張 に沿

った政策 としての森林保護 区,自 然保護 区や

野生生物保護区の設立が,世 界各地 で実施 さ

れ ました。 しか し,保 護区 の設立 と拡 大 は,

先に も述べ ました ように,設 定 した保護 区内

の農民 を追い出す ための根 拠 と して活用 され

て きま した。そ して結果的 に,人 間の生計 と

コモンズの利用 を切 り離 してきました。

で は,人 間の生計 とコモ ンズの利用 を一致

させ る方策が存在す るので しょうか.こ の点

を確認す るために,コ モ ンズの便益 と費用の

帰着 に着 目してみたい と思い ます。

この表は,縦 軸 に便 益の種 類 を,上 か ら順

番 によ り直接的 なものか らより問接的 なもの

へ と並べています.ま た横軸 に便益が及ぶス

ケール を,左 か ら順 に狭 い地域 か ら広い地域

へ と並べ ています.た だ し,重 要性の度合 い

については,あ くまで も定性 的かつ概念的な

もの と理解 して くだ さい.

この表か ら分 か ります の は,ロ ーカ ルな

スケー ルでは,直 接 的 な消 費 とか レク リエ

ーシ ョン ・観光 か ら得 られ る便益 が比 較 的

大 き く,そ の反 面,グ ローバ ル なスケー ル

では,生 態系 維持,生 物多様 性,景 観 や文

化 な どの非消 費 的価 値,教 育 ・研 究 か ら得

られ る便益 が大 きい こ とです.つ ま り,同

じコモ ンズ とい う資源 か ら得 られ る便益 の
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表 森林保護区がもたらしうるスケール別の便益

便益の種類 ロ ー カ ル 国 ・地域 グ ロ ー バ ル

直接消費型(食糧,木 材) 0-3 0-2 0.1

レク リエ ー シ ョン ・観 光 0-3 0-3 〇-1

水源保全 0-2 0-3 0―1

生物多様性 0―2 1-2 0-3

非消費的価値(景観 ・文化) 〇-2 0-1 1―3

生態系維持 1.2 1-2 2-3

教育 ・研 究 0-2 0-1 2-3

上記項目の将来価値 0―3 0―3 0.3

註:0=重 要 で は な い,1=や や 重 要 で あ る,2=重 要 で あ る,3=非 常 に 重 要 で あ る

出所:佐 藤(2002),168頁.

大 き さ は,ロ ー カ ル,国 ・地 域,グ ロ ー バ

ル で 異 な っ て い ま す.

他方で,実 際にその資源の利用や管理 ・保

全 のた めの費 用 は,多 くの場合,地 元 の住

民 ・農民 ・漁民 が支払 っています.ご くまれ

に,国 全体,あ るいは地球規模 での関心が集

まった場合 には0中 央政府か らの補助金や 国

際協力な どの外部 資金が得 られるか もしれ ま

せ ん.い ずれ にせ よ,大 きな割合 は,コ モ ン

ズの近 くに住 み,何 らかの形 で コモ ンズを利

用 している地元の人 々が負担 してい ます.

ですか ら,地 元 の人 々は,彼 らにとってコ

モ ンズの利用 か ら得 られ る便益がその管理や

保全 に対 して彼 らが支払 わなければな らない

費用 よ りも大 きな場合 には,コ モンズの維持

管理のための費用 を支払い,適 切 な投資 を行

う誘因 を持 つで しょう.こ れゆえにaコ モ ン

ズがオープ ンアクセス化 し,外 部者 と利用 を

め ぐる競合 が激 しくなる以前 は,便 益 を確保

し続 けるために地元 のコ ミュニティの内部で

利 用に 関す る厳 しい規 用 を設 定す るな ど し

て,コ モ ンズの持続 的な利用 のための努力 を

して きた と言 えるで しょう.

しか し現在 の 日本のい くつかの事例 に見 ら

れ ます ように,地 元 の人 々がコモンズから得

られ る便益 が 小 さ くなって しまった状況 で

は0た とえ国 ・地域 スケールやグローバル な

スケールでの便益 が大 きい としても,地 元の

人 々は保全 を行 う誘 因を持 た ないで しょう.

この ことは,た とえ気候変動 防止や生物多様

性 の確保 といった 国 ・地域スケールやグロー

バ ルなスケールで の便益 を確保す る目的で政

府 や国際 的な資金援助 が なされた場合 で も,

それが地元住民の生計 と直接結びつ き0地 元

住民 にコモ ンズ とのかか わ りを強化する誘因

を与 えるもので なけれ ば,地 元住民の本 当の

意味での協力 は得 られ ませ ん.他 方で,便 益

の小 ささか ら,外 部の主体が占有 してすべて

の費用 を負担す る誘 因を持つわけでもあ りま

せ ん.従 ってコモ ンズ は持続的な維持管理 は

なされない ことを示唆 します.

ら コモンズの持続的な利用 ∵管理のた

めの制度 ・政策

そ こで,コ モ ンズの持続的な利用や管理の

ための制度 や政策 を構想す る際には,地 元住

民が コモ ンズの利用か ら得 られるローカル な

便益 を十分 に享受で きるように して,生 計 を

維持 し,人 間 らしく生 きることがで きる条件

(法制 度)を 構 築す る ことを基本 とすべ きで

あると考 え られ ます.そ れが困難 な場合,水

源保全 や生態系維持 などの副次的便益 の受益

者が,地 域住民の生計 を支援 することに合意

し,制 度 を構築す ることが重 要なのではない

で しょうか.

ただ し,異 なる性格 の問題には異 なった制

度や政策 を構想 す ることが必要 にな るでし ょ

う.具 体的 には,コ モ ンズが資源 として認識

され,そ の利用 をめ ぐる競合 が起 こってい る
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という問題へ の対応 と,コ モ ンズが少な くと

もローカルには資源 としては認識されず,コ

モ ンズの維持管理 や投資が過小に しか供給 さ

れていない とい う問題への対応は,当 然異 な

って しかるべ きとい うことにな ります.

まず コモ ンズの利用 をめ ぐる競合が起 こっ

ている地域 では,よ り政治経済的に弱い立場

にある人たちの権利 を保障す る制度や政策 を

構想する ことが重要 なの ではないか と思 いま

す.そ れは例 えば,政 府が囲い込み政策 を廃

止す ることであ り,ま たコ ミュニティのエ ン

パ ワメン ト(empowerment)を 図る こと,

つま り住民 や コミュニテ ィが問題の所在 と自

らが伝統 的に行 って きた利用に関す る知見 を

適格 に認識 しﾘ問 題 を共有す る他の地域の住

民 ・NGOと ネ ッ トワークを構築 し,自 分た

ちの持つ資源利用権(必 ず しも所有権ではな

いことに留意す る必要あ り)を 政府 ・企業 に

その権利 を認め させ る とい うことが考え られ

ます(UNDP,2003)。

こうした構想 は,必 ず しも非現実的であ る

わけではあ りませ ん。 フィリピンで は 「コ ミ

ュニティを基盤 とす る森林管理協定」 の下で

コミュニテ ィが森林利用権 を保有 して管理す

る方法が各地 で普 及 し始めてい ます(関 ・永

野02000).ま たタイでは,森 に住 む人々を支

援す るコ ミュニテ ィ森林法案 をNGOが 中心

となって作成 し,国 会 に提 出 して議論が行わ

れています(森92003)。 もっともフィリピン

の場合,森 林 の所有権 は国家 に属す るとの法

規定の下で進 め られま したので,コ ミュニ テ

ィが獲得 で きたのは利用権だけで,所 有権 は

依然 として国家が保有 してい ます.で す ので,

政府が 自ら利用すべ く所有権 を行使 した場合

には,コ ミュニテ ィが獲i得した利用権 は容易

に剥奪 されて しまいます.こ の点が今後の課

題 となってい ます.

他方0ロ ーカルなスケールでコモ ンズか ら

得 られる便益 が小 さい地域では,地 域住民が

農林水産業 で生計 を維持で きる経済的 ・制度

的条件 を確立す る ことが課題 とな ります.こ

れは市場 に任せ てお けば確 立され るとい う性

格の ものではあ りません.そ こで,例 えば森

林認証や こだわ り農産物 といった,地 元の農

民 ・漁民が生業 として収穫 した もの に対 して

環境 や安全 などの付加価値 を創 出 し,普 及 さ

せる方策 を整備す ることが考 え られ ます.

この方策が難 しい場合 には,次 善策 と して,

コモ ンズの保全か ら国家 ・地域スケール,あ

るい はグローバ ルなスケー ルで得 られ る副次

的便益 を根拠に,コ モ ンズの保全 を含めた地

元農民 ・漁民の生業 を外部か ら支 える制度の

構築 が考 えられ ます.例 えば,水 源保全税,

あるいは広 い意味で は生態補償資金 メ カニズ

ム というのが,こ れ に相当す るのか もしれま

せん。 しか しこの措置 は0広 義での受益者 か

らコモ ンズの保全 を担 う農民への所得移転 を

伴 うものであ りますので,両 者の問での合意

形成が不可欠にな ります。 しか も,両 者 の関

心 は常 に一致す るもの とは限 りませ ん。森林

の水酒養機能か らの受益者 にとっては,水 酒

養機能 を高める種の植林が最 も望 ましい選択

となるのに対 し9コ モ ンズの保全 を担 う農民

に とっては,生 業か らの利益 を最大 にで きる

種の植林や管理が最 も望 ま しい選択 となるか

らです。

中国では,政 府が主導 して洪水 防止 を 目的

とした退耕還林事業が実施 されてい ます。そ

こで は資金補償が取 り入れ られていて,自 分

の耕地 を潰 して植林 を行った農民 には,政 府

が8年 問の所得保障 を行 う措 置 を導 入 してい

ます。 しか し植種 は農民が希 望す る ものを選

択で きるわけで はな く,ま た農民 は植林 ・間

伐か ら得 られた生産物 を自由に市場 で売却す

ることもで きません。そ こで農民 は,所 得補

償が8年 間 しか ない ことを見越 して,補 償が

得 られな くなった後に植林 した樹木 を除去 し

て農業 を復活 させ る準備 を行 っているこ とが

観察 されてい ます(向 ・関,2003).

つ ま り,た とえ国 ・地域 やグローバ ルなス

ケールでの受益者か ら所得移転 につ いての合

意が得 られたと して も,地 元 の農民が生業 と

して コモ ンズにかかわ り,そ こか ら相応の利

益 を上げ られなければ,中 国の退耕還林事業

で見 られたような 「金 の切 れ目が縁 の切 れ目」

とい う事態が頻発す ることになるで しょう.

そ こで もう一歩進 めた制度 や政策の構 想 と

は何 か,が 明 らか にされ る必要が あ ります。
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この点は今後 の課題 としたい と考 えています.
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